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令和２年第１回大分県議会定例会

予算特別委員会会議記録（第２号）

─────────────────────

１ 委員会を開催した年月日、時刻及び場所

令和２年３月１２日

午前１０時 から

午後 ２時２７分まで

本会議場において

─────────────────────

２ 出席した委員の氏名

委 員 長 土居 昌弘

副 委 員 長 三浦 正臣

志村 学 井上 伸史

清田 哲也 今吉 次郎

阿部 長夫 後藤慎太郎

衛藤 博昭 森 誠一

大友 栄二 井上 明夫

鴛海 豊 木付 親次

古手川正治 嶋 幸一

濱田 洋 元吉 俊博

御手洗吉生 阿部 英仁

成迫 健児 浦野 英樹

木田 昇 羽野 武男

二ノ宮健治 守永 信幸

藤田 正道 原田 孝司

小嶋 秀行 馬場 林

尾島 保彦 玉田 輝義

平岩 純子 吉村 哲彦

戸高 賢史 河野 成司

猿渡 久子 堤 栄三

荒金 信生 末宗 秀雄

─────────────────────

３ 欠席した委員の氏名

太田 正美 高橋 肇

─────────────────────

４ 出席した委員外議員の氏名

なし

─────────────────────

５ 出席した県側関係者

総務部長 和田 雅晴

総務部審議監 武藤 康彦

総務部参事監兼法務室長 廣末 隆

総務部参事監兼人事課長 後藤 豊

総務部参事監兼財政課長 佐藤 章

総務部参事監兼税務課長 吉冨 智昭

知事室長 山田 雅文

行政企画課長 中村 剛士

県有財産経営室長 石掛 忠男

県政情報課長 松原 正和

市町村振興課長 塩月 裕士

総務事務センター所長 兼子 康男

行政企画課総務企画監 宮澤 洋

人事課人事企画監 岩尾 誠二

人事課給与厚生監 井下 秀子

財政課財政企画監 足立 博

市町村振興課市町村振興監 一丸 和子

県有財産経営室室長補佐 小野 裕二

財政課課長補佐 加来 隆幸

税務課課長補佐 阿部 一芳

財政課主幹 安部 祐介

財政課主幹 松垣 安城

財政課主幹 津田 隆

財政課副主幹 渕 貴美子

………………………………………………………

議会事務局長 高屋 博

議会事務局次長 秋吉 一德

議会事務局参事監兼 岩崎 栄総務課長

政策調査課長 祖母井一郎

人事委員会事務局長 藤原 隆司

公務員課長 倉原 浩一

労働委員会事務局長 後藤 素子

調整審査課長 江藤 博邦

監査事務局長 小野 賢治

監査事務局次長兼第一課長 田所 誠二

第二課長 木﨑 米吉

会計管理者兼会計管理局長 山本 修司

会計課長 中本 正基

審査・指導室長 利光 浩一
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用度管財課長 中村 均子

………………………………………………………

企業局長 岡本天津男

企業局理事兼次長 麻生 卓也

総務課長 姫野 浩之

工務課長 鈴木 雅彦

総合管理センター長 長井 篤

総務課総務企画監 清水 豊

工務課工務調整監 津末 昌宏

工務課発電所ﾘﾆｭｰｱﾙ推進監 小西 英司

総務課経営企画班主幹 佐藤 太士

総務課総務調整班主幹 髙井 紀男

総務課契約管財班課長補佐 東 正志

総務課出納決算班主幹 山田 恒弘

工務課発電管理班主幹 岩田 英竜

工務課工業用水管理班主幹 安部 英治

工務課土木施設班主幹 佐藤 健次

工務課発電所リニューアル 大久保信昭推進第二班主幹

─────────────────────

６ 付託事件

第１号議案から第１５号議案まで

─────────────────────

７ 会議に付した事件の件名

① 歳入予算全般

② 総務部関係予算

③ 議会事務局、人事委員会事務局、労働委

員会事務局、監査事務局、会計管理局関

係予算

④ 企業局関係予算

─────────────────────

８ 議事の経過

─────→…←─────

土居委員長 皆さんおはようございます。

ただいまから、本日の委員会を開きます。

本日以降の委員会は、昨日の委員会において

決定した運営要領及び審査日程により行います。

なお、審査にあたっては、運営要領に従い、

円滑に運営できるよう御協力をお願いします。

─────→…←─────

歳入予算全般

土居委員長 この際、付託された予算議案を一

括議題とし、これより歳入予算関係の審査に入

りますが、説明は簡潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、歳入予算関係について執行部の説

明を求めます。

和田総務部長 第１号議案令和２年度大分県一

般会計予算のうち、歳入全般について御説明し

ます。

事前に配付しました予算特別委員会資料（歳

入全般）を御覧ください。この表については、

歳入予算について款別に令和２年度当初予算案、

令和元年度７月補正後予算額、増減額、増減率

を表したものです。

表の一番下、歳入合計の欄にあるように、当

初予算案は６，５４８億６，３００万円であり、

その右の元年度７月補正後当初予算額６，４６

３億４，２００万円と比べると８５億２，１０

０万円の増、率にして１．３％の増となってい

ます。

歳入予算の主な内容について、今御覧いただ

いている資料と、令和２年度予算に関する説明

書により説明します。

まず、表の一番上、第１款県税については、

２年度当初予算案Ａにあるとおり１，２８０億

円で、その右の元年度７月補正後予算額Ｂと比

較すると４億円の増、率にして０．３％の増と

なっています。これについては地方消費税の増

収によるものです。

詳細については、別にお配りしている予算説

明書の９ページをお開きください。

第３項地方消費税ですけれども、右肩にある

とおり３６１億７，８７９万１千円を計上して

います。内訳として、第１目譲渡割については、

左から４列目の比較の欄にあるとおり３０億２，

６９４万２千円の増となっています。これは、

消費税率の引上げによる増収を見込んだもので

す。

その下の第２目貨物割については、輸入取引

を対象とするものですが、県内での原油輸入量

の減少が見込まれることから７，８７３万７千

円の減を見込んでいます。

元の資料にお戻りいただいて、上から二つ目

の第２款地方消費税清算金については５４３億

３千万円を計上しています。
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地方消費税清算金については、税務署等に納

付された地方消費税をそれぞれの都道府県が一

旦受け入れた後、各都道府県間で清算するもの

ですが、地方財政計画における税率引上げの影

響や全国ベースでの個人消費の動向などを踏ま

え、前年度と比べて８６億４，９００万円の増、

率にして１８．９％の増を見込んでいます。

その下の第３款地方譲与税については２２９

億９００万円、前年度に比べ１０億６，３００

万円の増となっています。これは元年度の１０

月より法人事業税の一部が国税化、特別法人事

業税とし、これを都道府県に再配分する偏在是

正措置が創設されたことに伴い、これまでの地

方法人特別譲与税が廃止され１９０億円が減少

する一方、新たに創設される特別法人事業譲与

税を２０１億円計上することによるものです。

その下の第４款地方特例交付金６億８，３０

０万円については、前年度と比較して９億３，

１００万円の減となっています。これは、令和

元年度に限り、国が交付金の形で負担した幼児

教育無償化に係る本県負担分９億４，７００万

円が、令和２年度は全額地方交付税で措置され

るよう変更されたことによるものです。

その下の第５款地方交付税１，７２０億円と、

表の下から三つ目の地方交付税の振り替わりで

ある臨時財政対策債１９８億８，３００万円と

の合計は、表の一番下にお示ししていますが１，

９１８億８，３００万円となっており、前年度

と比べ３５億５，２００万円の増となっていま

す。これは、地方法人課税の偏在是正措置によ

り生じる財源を活用して、地域社会再生事業が

新たに創設されたことなどに伴い、全国ベース

で地方交付税総額が約４千億円増加したことな

どによるものです。

次に、第７款分担金及び負担金については６

８億６，４０１万９千円と、前年度から２７億

８，９１８万３千円の増となっています。これ

は、国直轄事業に係る市負担金の繰上償還等に

よるものです。

その下の第８款使用料及び手数料については

７５億８，３６５万６千円と、前年度と比べ２

億５，２６４万１千円の減となっています。こ

れは、生徒数の減による県立学校授業料の減や

大手町駐車場廃止に伴う駐車料の減によるもの

です。

その下の第９款国庫支出金については１，０

７８億６，２１９万８千円と、前年度と比べて

２３億８，４６７万６千円の増となっています。

その主なものについて、予算説明書の５０ペー

ジをお開きください。

第１項国庫負担金の一番下の第４目教育費国

庫負担金については、左から４列目の比較の欄

にあるとおり８億２，４４８万７千円の増とな

っています。これは、私立高等学校授業料の実

質無償化により高等学校等就学支援金負担金が

増加したことなどによるものです。

次に、５３ページをお開きください。第２項

国庫補助金の第２目福祉生活費国庫補助金につ

いては６億８，８３５万円の増となっています。

これは、幼児教育・保育の無償化に関する国か

らの交付金を受け入れることなどによるもので

す。

続いて、６０ページをお開きください。第５

目農林水産業費国庫補助金については１９億３，

９０１万５千円の増となっています。これは、

生産基盤拡大を目指す経営体への畜舎整備支援

が増になったことなどによるものです。

続いて、６８ページをお開きください。第７

目土木費国庫補助金については７億６９７万９

千円の増となっています。これは、強靱な県土

づくりのため、国の防災・減災、国土強靭化の

ための３か年緊急対策に基づく公共事業を積極

的に受け入れることなどに伴うものです。

続いて、７４ページをお開きください。第１

０目災害復旧費国庫補助金は、平成２９年度の

九州北部豪雨や台風第１８号災害の復旧工事が

終了するため、２４億５，５８０万３千円の減

となっています。

元の資料にお戻りいただいて、第１２款繰入

金については１５１億６，０７４万１千円と、

前年度と比較して１０８億１，９０２万１千円

の減となっています。

詳細については、予算説明書の９３ページを

お願いします。
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第２項基金繰入金として、第１目財政調整基

金繰入金３０億円と第２目減債基金繰入金の一

部４７億円がいわゆる財政調整用基金となりま

すが、前年度に比べ１７億円減の７７億円とな

っています。

その下の第３目県有施設整備等基金繰入金に

ついては１７億３，１６８万円と、前年度と比

べ３１億１，３９３万６千円の減となっていま

す。これは、災害対策本部の機能強化や漁業調

査船の建造等が終了したことに伴うものです。

三つ下の第６目県立文化・スポーツ施設等整

備基金繰入金については９億７，２６２万７千

円と、前年度と比べ１４億４，５４８万２千円

の減となっています。これは、県立芸術文化短

期大学の施設整備が収束してきたことや、ラグ

ビーワールドカップ開催に伴う施設整備が終了

したことに伴うものです。

９５ページの下から３番目、第２２目スポー

ツ振興基金繰入金については、ラグビーワール

ドカップが終了したこと等に伴い１１億５，８

１０万７千円減の２億２６６万８千円としてい

ます。

元の資料にお戻りいただいて、第１４款諸収

入については５３３億３，０３９万１千円と、

前年度と比べて３６億７，９６８万８千円の減

となっています。これは、県立病院の精神医療

センター建設工事の収束や第２期大規模改修の

終了、県制度資金の過去貸付分の減少に伴う金

融機関への預託額の減少などによるものです。

最後に、その下の第１５款県債については８

４４億８，７００万円と、前年度と比べ４６億

９，４００万円の増となっています。これは、

強靱な県土づくりや農業の生産基盤の整備など

を強力に進めるため、公共事業を積極的に受け

入れるほか、緊急自然災害防止対策事業債を積

極的に活用することなどに伴うものです。

以上で、令和２年度当初予算案の歳入全般に

ついての説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。

土居委員長 以上で説明は終わりました。

この際、委員の皆さんに申し上げます。

これより質疑に入りますが、本委員会での質

疑は、事前に通告のあった委員を優先して指名

します。発言は、私から指名を受けた後、起立

し、発言願います。発言の際は、お手元のマイ

クを使用してください。

質疑は、付託された予算議案に対する内容に

とどめるとともに、説明資料名、ページ及び事

業名等を明らかにしてください。質疑の方法は

一人一括問答方式となっており、質疑は関連質

疑も含め、一人５分以内、再質疑は２回までと

なっていますので、要点を簡潔にお願いします。

なお、関連質疑は関連した内容にとどめ、関

連以外の質疑にわたらないようお願いします。

また、執行部に対し、資料の要求等がある場合

は、質疑とあわせて要求していただくようお願

いします。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。

事前の通告者が５名います。時間も限られて

いますので、円滑な進行に御協力をお願いしま

す。

堤委員 予算に関する説明書の５ページです。

県民税、個人・法人県民税の調定見込額に対し

て、収入見込額が３４．３％とか１４％と大変

厳しい、非常に大変という状況は分かるんです

けれども、その一番の要因は県として何だと考

えているのか。また、徴収の実務についてはど

うされているのかがまず１点目。

２点目には、今後の財政収支の見通し。先日、

本会議で部長が説明しましたけれども、その中

で、県税収入について、名目成長率で反映され

ています。今のコロナウイルスの問題だとか、

また米中貿易摩擦の問題、日韓関係の悪化の問

題、そういう様々な要因で成長率が下がってく

ると考えますが、県として政府が出したその数

字を使った考え、理由はどこにあるのか。

また、消費税増税の影響は県税収入の増加に

は確かにつながりますけれども、家計消費が冷

え込めば、将来的に所得の減少等によってます

ます景気が後退するという危険性がありますが、

県としてそれをどのように認識しているのか。
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昨年の財政収支見通しと今回の表を見比べる

と、県税収入の見積りがかなり減ってきている

んですけれども、それをどう考えているのか、

以上の点についてお伺いします。

吉冨税務課長 まず、個人・法人県民税の調定

見込額に対する収入見込額の御質問です。

税の徴収実務では、納税の資力があるにもか

かわらず、納付しない方には差押えなどの厳正

な滞納処分を実施しています。

その一方で、納付したくても納付できない、

そういった方には納税の猶予や滞納処分の執行

停止を行うなど、生活実態に応じた対応をして

います。また現年度における徴収率の向上を目

指しているところです。

委員指摘の調定見込額については、この３４．

３％、１４％の部分は現年度に滞納整理を行っ

た上で翌年度に繰り越されたもの、滞納繰越分

の総額であり、この中には既に滞納処分の執行

停止の額も含まれています。収入見込額はそう

したもののうち、個別の滞納事案等の要因を勘

案して徴収できるものを見込んでいるため、結

果として徴収率が低くなっているところです。

２番目に、消費税増税の影響について説明し

ます。

今回の消費税率の引上げは、厳しい日本の財

政状況や急速に進む少子高齢化の中で、財政健

全化への内外の信任を得て持続可能な社会保障

制度を次世代へ引き継ぐために避けて通れない

ものと受け止めています。国においては、前回

の増税時の反省、経験を踏まえ、消費者へのポ

イント還元等の新たな施策により、事業活動に

影響を及ぼすような大きな混乱は起きておらず、

前回の引上げ時と比べても影響は小さいとして

います。

また、県内の景気動向については、２月２０

日発表の日銀大分支店の調査によると、個人消

費は全体として堅調に推移しているとされてい

ます。

ただし、委員がおっしゃったように、日銀の

この調査時点では判明していなかった新型コロ

ナウイルスの感染拡大による経済への影響が出

てきていることは間違いありませんので、今後

の情勢を注視していきたいと考えています。

佐藤財政課長 まず一つ、県税収入について、

収支見通し上で名目成長率を反映させている、

その考え方はどうかということですけれども、

財政収支見通しでは、中期的な財政運営を行う

上での目安として、国が公表している中長期の

経済財政に関する試算などを参考にして、それ

に本県の個別の施設整備計画等を加味して機械

的に算出しています。

また、その際には、国全体として目指す経済

成長の姿を本県においても反映するということ

で、国の試算においても基本としている成長実

現ケースの名目成長率をこれまでも継続して採

用しています。

委員御指摘のとおり、成長率の動向について

は、確かに足元では新型コロナウイルスや米中

貿易摩擦の影響など様々な不安要因があり、決

して楽観視できない状況であるというのは認識

しています。

それからもう一つ、収支見通しの中で、昨年

度の財政収支見通しと今回の見通しの中で、県

税収入の見積りがかなり減っているけど、どう

いう考えかということですが、県税については、

昨年７月の収支見通しと比較して、令和２年度

で７８億円、それから、最終的に令和６年度の

段階で１３４億円減少しています。今回の財政

収支の見通しの中で県税は、２年度の当初予算

案ですが、国が１月に公表した中長期の経済財

政に関する試算における成長実現ケースの名目

成長率を１年遅れで反映させて機械的に算出し

ています。この推計方法は、昨年７月に示した

財政収支の見通しでも同様です。

税収の見込額が減となった要因ですが、一つ

は、昨年７月の試算では、今回の見通しの税収

試算の出発点となる２年度の税収を１，３５８

億円と見込んでいましたが、今回の試算では当

初予算案で計上している１，２８０億円として

いますので、この段階で７８億円が減となって

います。

その後、各年度においては国の示している経

済成長率を１年遅れで採用していますけれども、

去年の７月時点と今回用いた分とで名目成長率
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が若干減になっているのがその要因となってい

ます。

堤委員 吉冨課長に再質問しますけれども、納

税の猶予は生活実態を見ていると。そういう納

税の猶予等は外して計算したと。それ以外の部

分について、結局、翌年に繰り越して滞納が進

んできているんだけれども、そういう納税の猶

予以外ではどういう状況かというのが分かれば、

最後それを教えてください。

納税の猶予、換価の猶予等については、毎年

資料をもらっているので、その資料をまた後で

下さい。１年間分、今年の分ね。

それから佐藤課長は、確かに機械的に当ては

めたというのは分かる。計算方法はないからね。

ただ、今回かなり激変するような景気の後退。

今度成長率もマイナスという大きな数字が出て

きているよね。それを参考にして考えると、今

現在ね。そのように考えているのがあれば教え

てください。その２点。

吉冨税務課長 納税の猶予以外の滞納繰越しに

ついてです。

まず、滞納繰越分のうち、現在、処分停止を

しているのは約６割です。その残りの４割の中

から取れる率として算出したものですので、結

果として低くなっているということです。

さきほど委員がおっしゃった資料については

毎年の換価猶予とかの分だと思いますので、後

日、またお持ちしたいと思います。

佐藤財政課長 毎回成長実現ケースとあわせて、

ベースラインで見たときどうなるかも一応試算

はしています。それで見ると、大体最終的に１

０億円ほど落ちるのかなと見ています。

毎年こういった形で成長実現ケースを作って

いるんですけれども、確かに今回のような災害、

ほとんど災害だと思うんですけれども、新型コ

ロナウイルスの関係とかで経済がかなり悪くな

るというのはその年度ごとに出てくると思いま

す。今までも熊本地震のときもそうですし、九

州北部豪雨や平成２９年の台風第１８号のとき

もそうですけれども、収支見通し自体はこうい

った形で機械的には作成しますけれども、各年

度の状況については、その年度ごとの事情を見

ながら、年度の中での財政運営をどうやってい

くかということを各々考えています。それ以後

の毎年の事情の中で、財政の健全性を個々にま

た図っていくというのが、当課としての財政健

全化に向けた作業になると思っています。これ

はあくまで予算の段階で中期的な見通しとして

目安を示していますので、個々の事情について

は、各年度の動きの中でその都度考えていくこ

とになろうかと思っています。

二ノ宮委員 堤委員の質問と少し重なったんで

すけど、その辺の回答は省いても結構です。

予算に関する説明書の３１ページです。県税

と地方交付税についてお聞きします。

消費税率の引上げ等により、地方財政計画で

は税収、地方譲与税、それから地方交付税など

も増額となっています。知事の予算説明の中で

も地方消費税の増収により県税が増加するほか、

地域社会再生事業の創設に伴い、地方交付税が

増額するとありましたが、消費税率の引上げ等

による県税等の影響額についてが一つです。

それから、地域社会再生事業による交付税の

影響額並びにこの事業概要について教えてくだ

さい。

それから、さきほど言われたように新型ウイ

ルスによる景気落ち込みが懸念されています。

今年度の財政運営上の措置と言いますか、どの

ようなことを考えているかです。

それから、代表質問の中で会計年度任用職員

制度について質問したんですけど、１，７００

億円程度が地方財政計画の中で財政措置されて

いるということで、県財政への影響はないとの

答弁でした。この１，７００億円で県の地方交

付税算定の中の財政需要額、それから県の実際

の予算額についてお聞きします。

吉冨税務課長 消費税率の引上げ等による県税

の影響額についてです。

令和２年度当初予算における消費税率の引上

げによる影響額は、約５５億円の増収と算定し

ています。

しかしながら、輸入取引に課される地方消費

税の貨物割があります。これについては、石油

製品の需要が減少していることに伴い、原粗油
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の輸入減等の影響により減収を見込んでいます。

結果として、さきほど部長の説明の中にあった

２９．５億円の増収になります。

佐藤財政課長 まず、地域社会再生事業による

交付税の影響額とその事業の概要です。

地方法人課税の偏在是正措置により生ずる財

源を活用して、地域社会再生事業費が創設され

ています。全国ベースが４，２００億円となっ

ています。このことにより、本県の交付税額も

増額を見込んでいて、本県の影響額は現時点で

は４２億円程度と見込んでいます。

この地域社会再生事業費ですけれども、地方

公共団体が地域社会の維持とか再生に向けた幅

広い施策に自主的、主体的に取り組むために創

設されたもので、本県で言えば、地方創生を加

速前進させるための予算特別枠、令和挑戦枠な

ど、地方創生に資する事業に活用することにな

ると思っています。

それから、新型コロナウイルスによる景気の

落ち込みが懸念される中で、今年度の県の財政

運営上どのような対処を考えているかですが、

新型コロナウイルスの感染拡大で、景気にマイ

ナスの影響を及ぼすことが考えられると思いま

す。この影響により、例えば、令和２年度の県

税収入がマイナスとなれば、その分については

減収補塡債を発行して、一般財源としては全体

を確保する形になるのかなと思っています。減

収補塡債という起債を発行して、一般財源を確

保するという形になろうかと考えています。

それから、会計年度任用職員制度に対して１，

７００億円の財政措置があったことに対する大

分県における財政需要並びに県の予算額につい

てですが、この１，７００億円について、本県

の需要額を算定するにあたっては、この額が交

付税上の包括算定という経費の中、また複数の

費目ごとに算定されることになっていて、現段

階で本県への影響額を具体的に見込むのはなか

なか難しいと思っています。

ただ、全体の普通交付税の総額が１５兆２千

億円ぐらいで、県の今の交付税が大体１，６０

０億円ぐらいで見ているので、大体１％ですか

ら、１，７００億円を１％で見ると１７億円に

なりますけれども、その前後のところで措置さ

れるのかなと思っています。

それから、会計年度任用職員に係る予算とし

ては、今回、令和２年度で４２億円ほど予算を

計上しています。前年度対比で約６億４千万円

ほどの増と見込んでいます。

二ノ宮委員 地方創生の特別枠の財源はどこに

あるんだろうかと思っていたんですけど、この

地域社会再生事業の中にあるということで、分

かりました。

それと、景気の落ち込みでいろんな税収が減

ってくるんじゃないかと思うんですが、特に地

方交付税については、地方財政計画の中で示さ

れた額の保証はあるんでしょうか。と言うのは、

例えばそのうち国税５税が減収した場合に、臨

財債の方に打ち替えるという指示が出てくるん

だろうかということが１点です。

それともう一つは、会計年度任用職員制度の

中でどういう予算の組み方をしているのかなと。

たまたま企画振興部の中の文化行政推進事業費

の中に会計年度任用職員に要する経費で２６０

万円ほどあがっていました。さっき言われた４

２億円のこの会計年度任用職員については、そ

ういう組み方をしているんでしょう。昔は賃金

等であげていたと記憶しているんですけど、そ

れぞれの事業の中に会計年度任用職員制度に関

する経費でもしあげているんであれば、この人

員等が分かれば教えていただきたい。

和田総務部長 まず、交付税が確保できるかに

ついてお答えします。

委員御指摘のとおり、税収が落ちた場合に、

いわゆる交付税の法定率分ということで、例え

ば所得税の３３．１％が減るんじゃないかと、

そういう御懸念だと思いますけれども、それに

ついては、これまでの国の対応としては、本来

減るはずなんですけれども、そこは財務省が追

加で加算する形にして、各団体には迷惑をかけ

ないという対応をしています。これは今後の話

になりますけれども、今年度についてもこれま

でと同様の対応であれば、交付税を国で加算し

て、今年度精算するということになると考えて

います。
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佐藤財政課長 会計年度任用職員の計上の仕方

は、各所属ごとで採用している人の分をそこで

予算計上しています。各所属のどれかの事業の

中で予算上は計上する形になっています。

人数については、今持ち合わせていませんの

で、お待ちください。

藤田委員 本日配付された予算特別委員会資料

の第１５款県債の、うち臨時財政対策債につい

てお伺いします。

今回も１９８億８，３００万円計上されてい

ますけれども、昨年１２月に臨時財政対策債を

めぐって、本県の２４億円を含む２５道府県で

事実上返済資金の積立てが不足しているとして、

総務大臣が計画的な積立てを引き続き呼びかけ

るとの報道がありました。この件に関して現状

どうなっているのか、御説明をお願いします。

佐藤財政課長 ２４億円の積立て不足との報道

については、実際に償還した額よりも交付税措

置された額が２４億円上回っているということ

ですが、国の交付税算入額の前提条件である償

還年限等が示されていませんので、実際に大分

県で県債を発行している償還の年限等によって

その差異が生じている分がここで出てきている

ということで、それを償還分と合わせて始めの

段階で県債を発行するのはなかなか難しいのか

なと思っています。

ただ、そういった中で、県としては臨時財政

対策債を含む県債全体の償還について、将来の

財政運営に影響がないようにと、減債基金への

積立てや積極的な繰上償還、それから発行抑制、

これによって全体としての県債残高を適正に管

理するという運用をしています。

藤田委員 ということは、現在、元年度の見込

みで臨時財政対策債を除き６，２９９億円の県

債の残となっていますけれども、こういう見通

しに関しても全然影響がなく、臨時財政対策債

の現状での残高にこの２４億円が含まれている

という見方でいいんですかね。

佐藤財政課長 そうですね、残高の中に含まれ

た形になります。

玉田委員 さきほどの堤委員、そして二ノ宮委

員と少し重なりますけれども、よろしくお願い

します。

今後の財政収支見通しについて、今、質問、

答弁であったとおり機械的にやったと、これか

ら財政運営についてしっかり推移を見ながら、

健全性を確保しながらやっていくという答弁で

した。質問の中では、コロナによっての影響と

いうのは出ているんですけれども、内閣府が３

月９日に発表した２０１９年１０月から１２月

期の実質ＧＤＰ改定値で、年率換算で前期比７．

１％減と落ち込んで、速報値６．３％減から下

方修正されたと。県が予算編成する段階で、こ

の国の中長期の経済財政に関する試算について

は、当然ＧＤＰの１０月から１２月期は反映さ

れていないと思うんですけれども、またコロナ

ウイルスに関する今の状況というのは反映され

ていないと思うんです。今の答弁でしっかり予

算も組まれていますし、それから、財政の健全

性を見ながらしっかりやっていくということで

すけれども、これから先どういう影響が出てく

るのか。ざっくりでいいですけれども、御答弁

願いたいと思います。

和田総務部長 今回のコロナウイルス感染症に

よって、今後の財政収支見通しにどういう影響

が出ているかということだと思います。今年度

について言えば、さきほど財政課長から答弁が

ありましたけれども、減収補塡債の発行は可能

になるので、今年度についての財政運営には支

障はないと考えています。

来年度以降どうなるかということですけれど

も、現在の試算では、一般財源総額については

国の方針で確保されるという方針が示されてい

るので、一般財源総額としては確保されると考

えていますが、税収が減るので、そうすると臨

時財政対策債が増えるということになってきま

す。したがって、赤字地方債や臨時財政対策債

が増えていくことは、やっぱり地方財政全体の

健全性からすると、少し懸念があるのかなと考

えています。いずれにしても、今後の経済動向

とか、あるいはそれへの国の対応を見守りなが

ら、財政運営に支障が生じないようにしていき

たいと考えています。

玉田委員 ありがとうございます。ぜひよろし
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くお願いします。

報道では、リーマンショック級の状況になる

んじゃないかと、何かかなり深刻な報道も出て

いますけれども、我々も地方財政は本当にこれ

で影響を受けるなという前提にありますし、そ

この部分でも健全財政の運用ということで、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

また、この件では投資的経費の分で随分とま

たいろいろ議論があると思いますけれども、そ

の際はよろしくお願いします。

森委員 資料は、予算に関する説明書の５ペー

ジから１７ページの県税収入に関してです。

さきほど堤委員等から、調定見込みの考え方

についてはお話しいただいたので理解できまし

た。

私からは滞納繰越分の徴収率向上に向けての

対策について、そして、その繰越分の徴税にお

いてどのような課題があるのかをまず１点お聞

きします。

徴収率に関しては、平成３０年度決算で見る

と９８．７２％ということで、現年度の徴収率

の目標は９９．１％。個人県民税とかはそれに

向けて努力されている結果、１０年前９６％だ

った徴収率が向上しているのは理解しています

が、今後の滞納繰越分についての課題と徴収率

向上に向けてを伺います。

それともう一つ、さきほど不納欠損等の話も

ありました。滞納繰越分の６割が処分停止に該

当するという話もありましたが、そういったも

のを起こさせない、不納欠損及び消滅時効を発

生させないための対策と課題についてもお伺い

します。

吉冨税務課長 滞納繰越分の徴収率向上に向け

ての対策について御質問がありました。

滞納繰越分については、捜索や財産調査をし

っかり行って、再度納税資力の有無を十分に精

査します。財産がある場合には厳正な滞納処分

を行って、財産がない場合には納税の猶予や滞

納処分の執行停止を行っています。繰越しにな

ると、財産や収入については現年度の段階で既

に調査を行っているので、多くの場合なんです

が、財産がなくて担税力が乏しい事案が多くあ

ります。そうした徴収困難なものが多いことが

課題と考えています。

２番目、不納欠損、消滅時効を発生させない

ための対策と課題についてです。不納欠損や消

滅時効を発生させないためには、滞納繰越分に

ついては、さきほど申し上げたような取組を行

っています。それでも差し押さえる財産がない

納税者や生活の維持が困難な納税者、所在や財

産が共に不明な納税者については、滞納処分の

執行停止をします。何らの処分を行うことなく、

単純に消滅時効を迎えることのないよう、滞納

整理に取り組んでいるところです。

森委員 徴税における現場での対応についてな

んですけれども、市町村との連携もしっかりや

られていると思います。相互併任のこと等もあ

ると思うんですが、それが県と全ての市町村の

間で行われているのかお聞かせください。

吉冨税務課長 今、個人県民税が収入未済額の

大部分、６割を占めています。そういったこと

から、市町村同士で相互併任──身分をそれぞ

れで徴税吏員の資格を取る相互併任という制度

をとっています。今年度は１４市町、来年度は

１５市町ということで、１市増える形になりま

す。それぞれの地域、ブロックなんですけれど

も、相互併任の制度をとっているところに対し

て県職員を派遣して、一緒に滞納整理をしたり、

法律的な助言をしたりということで取り組んで

います。平成１９年度に税源移譲がありました。

そのときに収入未済額がピークだったんですけ

れども、現在ではその３分の１ぐらいに収入未

済額を落としています。県の努力もありますが、

市町村の職員が一生懸命やってきた成果だと思

っています。

森委員 １５市町になるということですけれど

も、もし差し支えなければ、残りの３市町村を

教えてください。

吉冨税務課長 まだ決定をしていません。ただ、

今、滞納の相互併任の希望が出ていないところ

は大分市、宇佐市、姫島村の三つです。

佐藤財政課長 すみません。さきほど二ノ宮委

員から会計年度任用職員の職員数の質問があり

ました。
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予算に関する説明書の３６６ページに会計年

度任用職員について記載があり、職員数は１，

４５５人です。

土居委員長 以上で事前通告者の質疑は終わり

ました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

守永委員 予算に関する説明書の８９ページに

寄附金について触れています。そこに、ふるさ

とおおいた応援基金寄附について書かれており、

７００万円を計上していますけれども、どのよ

うな見込みで計上しているのか、分かれば教え

てください。

それと、寄附金に関連することで考えをお聞

きしたいんですけれども、人生最後の社会貢献

として、遺産の一部を寄附したいという方が増

えているという話を聞いたことがあります。遺

贈寄附と言うんですけれども、遺産の寄附です

ね。２０１７年３月の民間の調査で遺贈寄附を

希望している方が、独身で子どもがいないケー

スの場合に４２．６％、夫婦二人のみのケース

で３２．４％、子どもありのケースで２０％の

方々が亡くなった後に寄附をしたいという思い

があるということなんです。実際に寄附行為に

つながっているのが、それぞれのケースで１．

３％、０．０％、０．１％とほぼ実現できてい

ないというのが実際のようなんです。自治体と

してこういう窓口がありますよと表明すれば、

それを受け止めることができるのではないかと

考えられるし、実は遺贈寄附推進機構というＮ

ＰＯも立ち上がって、様々なＰＲ活動をしてい

るという話も聞いています。これについて何か

検討されたことがあるか教えてください。

佐藤財政課長 ２点質問いただきました。一つ

が７００万円の考え方ですけれども、例年の実

績を見て、当初予算では大体７００万円で計上

しています。

それから、２点目の遺産の寄附ですけれども、

大分県においても２、３年前だったと思うんで

すが、教育委員会にマンション等の分を遺言に

基づいて寄附をいただいた件がありました。そ

ういった面では、御自身の意思で寄附されるも

のに対しては、その考え方に基づいた寄附とし

て受け入れる形をとっているところです。推進

するかどうかは、どの方がそういった考え方を

持たれているかということを、さきほど委員が

おっしゃった推進機構にお聞きしてみるという

のも検討してみたいと思います。

守永委員 実際、盲学校のＯＢの方からの遺贈

も、議案としてもあのときは上がっていました

ので、ああ、そういう方もいらっしゃるんだな

という思いもありました。遺贈寄附推進機構そ

のものも、そういったいろんな思いを持ってい

る方々の資産を運用しながら、一旦預かって、

その預かったお金を亡くなったときに家族の方

の進言に基づいて寄附する手続をとってくださ

るようです。地方財政が非常に厳しい状況もあ

りますので、特に首都圏で田舎に寄附したいと

いう思いを持っている方もいらっしゃるようで

すから、そういった方々の思いをきちんと受け

止められるように工夫していただければと思い

ますので、よろしくお願いします。要望です。

木付委員 令和２年度の地方財政計画で緊急浚

渫推進事業費があり、地方債の発行が可能にな

るということで、この事業は令和２年度から６

年度の５年間、そして事業費が令和２年度が９

００億円、５年間で４，９００億円です。大分

県の令和２年度の起債額、そしてどういう事業

に使われるのかお伺いします。

佐藤財政課長 今回、新設された緊急浚渫推進

事業債ですけれども、予算に関する説明書上は

１１９ページの河川債のところで、緊急河床掘

削事業費ということで１億円、これが全額、緊

急浚渫推進事業債です。全体として河床掘削と

いうことで、川の面積の拡大等を伴わない、堆

積した土砂の浚渫になろうかと思います。

県では緊急河床掘削の事業を全体としては積

極的にやっていますけれども、この浚渫事業に

ついては、どちらかというと堆積した土砂のみ

の浚渫で、小規模な河川に対する河床の浚渫事

業を行うようになると思います。

木付委員 対象事業は河川のみじゃなく、ダム

や砂防、治山にも使われるということです。ま

た、充当率が１００％、そして交付税措置率が

７０％と大変有利な起債ですので、ぜひ令和３
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年度からはもっと額を増やしていただけるよう

にお願いします。

原田委員 答弁の確認をさせてください。

さきほど佐藤財政課長が、堤委員の質問で、

新型コロナウイルス感染拡大の影響で県税が１

０億円ぐらい落ちることもあると言われました。

この感染の収束時期によって、この額は大きく

変わってくると思うんですよね。１０億円と言

われたのは、いつぐらいの収束を考えて言われ

た数字なのか教えてください。

さらに、総務部長にお聞きしたいんですが、

さきほど税収が減ったときも含めて、国からの

補塡、また臨財債ということを話されました。

例えば、この影響拡大を受けて、県下でいろん

な新しい事業が必要になってくるんだと思うん

ですけれども、そういったときには、財政調整

基金も出動を考えているのかどうか、見解をお

聞きしたいと思います。

佐藤財政課長 さきほど申し上げた１０億円の

影響は、新型コロナウイルスのことを反映した

ということではなくて、国の中期見通しの試算

が成長実現ケースとベースラインケースという

のを出していて、そのベースラインケースで試

算してみると、令和６年までのトータルで１０

億円ほど全体としての減少が出るのかなという

ことで申し上げました。

和田総務部長 今回のコロナウイルス感染症を

受け、かなり経済に大きな影響が出ているとい

うことで、本日も新聞報道等ありましたけれど

も、国においてもいろんな緊急対策を検討して

いると聞いています。

一般にこういう大規模な災害的なものについ

ては、国費をできるだけ使うのが基本になるの

で、地方負担をできるだけ少なくして、国でで

きるだけ負担することが基本になってくるとは

思っています。いずれにしろ、国の対応を見な

がら、財政調整基金の活用も含めて、機動的、

弾力的に検討していくことが必要だと考えてい

ます。

土居委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

土居委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって歳入予算関係予算に対する質疑を

終わります。

暫時休憩します。

午前１０時５８分 休憩

─────→…←─────

午後 １時 １分 再開

三浦副委員長 皆さんこんにちは。休憩前に引

き続き、委員会を開きます。

─────→…←─────

総務部関係

三浦副委員長 これより総務部関係予算の審査

に入ります。

説明は、主要な事業及び新規事業に限り、簡

潔かつ明瞭にお願いします。

それでは、総務部関係予算について執行部の

説明を求めます。

和田総務部長 それでは、令和２年度当初予算

のうち、総務部関係の歳出予算について御説明

します。

お手元に配付している令和２年度総務部予算

概要の１ページをお開きください。総務部当初

予算（一般会計）の概要についてです。

左側のⅠ予算のポイントを御覧ください。

総務部では、安心・活力・発展やおおいた創

生の県政運営を支える基盤を構築するため、次

世代の社会の姿を見据えた新たな行政運営の仕

組みづくりを進めていきます。

具体的には、行政手続の電子化などの行政運

営の効率化や、社会資本・公共施設の適正管理、

財政資源と職員人材の活用などにより、新たな

行財政改革を推進します。

次に、２ページをお開きください。令和２年

度の一般会計予算案の総額は、上の方の表の左

から２列目の予算額（Ａ）の欄の上から三つ目

の総務部の計にあるように１，６２３億５，４

６９万１千円です。

これを令和元年度７月補正後の予算額と比較

すると、右端の前年度対比の欄、上から三つ目

にあるとおり７３億４，５７８万８千円、率に

して４．７％の増となっています。これは、消

費税率引上げに伴う地方消費税清算金・市町村

交付金の増などによるものです。
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それでは、主要な事業について説明します。

２４ページをお開きください。表の一番下、

県職員の働き方改革推進事業費７８５万２千円

です。これは、ＩＣＴを活用したテレワークの

推進による職場環境整備を行うものです。これ

まで育児・介護職員を対象としていた在宅勤務

制度を拡充し、全職員を利用対象者にするとと

もに、パソコン整備などを行い、職員の多様で

柔軟な働き方や業務の効率化を推進していきま

す。

次に、３３ページをお開きください。事業名

欄の一番上、公債管理特別会計繰出金６１２億

１，８９８万５千円は、県債を償還するため、

通常債分の元金相当額を公債管理特別会計へ繰

り出すものです。これまでの繰上償還と発行抑

制の効果による元金償還額の減少等により、前

年度と比べて約６億円の減となっています。

その下の減債基金積立金９４億５００万円は、

１０年満期一括償還方式で発行している全国型

市場公募債について、その償還の平準化を図る

ため、借換債を発行し、通算３０年での償還と

していることから、毎年度発行済額の３．３％

相当を満期に備えて積み立てておくものです。

次に、３４ページを御覧ください。下の方の

公債管理特別会計繰出金６９億８，３４７万円

は、さきほどの元金と同様に、通常債の利子を

特別会計へ繰り出すものです。借入金利の低減

などにより、前年度と比べて約１５億円の減と

なっています。

次に、３６ページをお開きください。事業名

欄の財政調整基金積立金から県有施設整備等基

金積立金までは、それぞれの基金の運用利息を

積み立てるものですが、四つの基金を合わせた

積立金の総額は、一番下の目の計にあるとおり

２億９，４０７万１千円となっています。

次に、３９ページをお開きください。表の左

端の区分の欄の上から二つ目の事業費のうち、

左から二つ目の目名欄の上から三つ目、地方消

費税清算金から一番下の利子割精算金までは、

それぞれ税収に応じて、清算のため都道府県へ

支出したり、あるいは市町村へ交付金として交

付するものです。

次に、４２ページをお開きください。真ん中

の県税徴収事務費です。

右端の事業概要の欄を御覧ください。主なも

のを説明します。

上から二つ目の二重マル、県民税徴収交付金

１６億９，７３５万６千円は、個人県民税を賦

課徴収する市町村に対し、その徴収取扱費を交

付するものです。

また、その二つ下の二重マル、自動車税徴収

強化対策事業費１，２４５万３千円は、自動車

税の納期内納付の促進に係る広報活動等に要す

る経費です。

なお、令和元年度の自動車税の納期内納付率

は、前年度から０．９ポイント上昇し、７８．

５％となりました。引き続き納付手段の多様化

等を進めることにより、納期内納付率の一層の

向上を図っていきます。

次に、６０ページをお開きください。スマー

ト自治体転換推進事業費１，０６２万９千円で

す。これは、人口減少や少子高齢化の進展に伴

う市町村行財政の構造的な課題に対応し、持続

可能な行財政基盤の構築を図るため、市町村の

ＩＣＴ活用等を推進するとともに、公営企業の

経営健全化に対する支援を行うものです。また、

市町村職員実務研修制度の充実を通じて、地方

創生を担う職員の人材育成を支援します。

以上で、総務部関係の歳出予算の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いします。

三浦副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

事前の通告者が５名います。

それでは、順次指名します。

堤委員 まず、２４ページの県職員の働き方改

革推進事業費と会計年度任用職員についてです。

テレワークの推進で平成２２年から在宅勤務

を始め、現在は育児、介護等で２３人が利用し

ていると聞いていますけれども、県庁と自宅の

パソコンとの連携において、セキュリティの問



- 17 -

予算特別委員会会議記録 第２号

題はどうなのか。

会計年度任用職員については、４月から１，

４５５人という話が午前中ありましたけれども、

新規、更新など雇用状況はどうかを教えてくだ

さい。

二つ目が４２ページの県税徴収事務。昨年、

窓口の徴収の問題について少し話しましたけれ

ども、換価の猶予制度について現状の窓口での

対応と申請ができる旨の通知、広報等について

はどうか。

最後に、２０２１年度から非婚のひとり親へ

の寡婦控除が始まるけれども、県内対象者数と

県税収入等の影響はどうかというのが分かれば

教えてください。

後藤人事課長 まず、在宅勤務における自宅の

パソコンとの連携におけるセキュリティについ

てお答えします。

本県の在宅勤務は、申請者に貸し出す専用タ

ブレット端末を使って、県庁の自席のパソコン

を遠隔操作する方式で行っています。

専用タブレット端末は、携帯電話事業者の閉

ざされた専用回線を利用して庁内ネットワーク

と接続しており、自宅のインターネット環境を

使うことはありません。

県庁の自席のパソコンへアクセスするために、

あらかじめ本人の利用登録を行った専用タブレ

ット端末で、各自の顔認証やパスワード入力が

必要となっていて、不正使用や外部からの不正

アクセスは遮断されています。また、マイナン

バーを利用する庁内システムへのアクセスは制

限されています。

専用タブレット端末そのものには、在宅勤務

で作成した文書ファイルなどを保存することは

できず、データが残らない仕様となっています。

また、万一専用タブレット端末を紛失した場合

も、管理者である情報政策課が強制的に接続を

拒否し、あわせて遠隔で専用タブレット端末の

電源オフや初期化ができるとなっています。

続いて、会計年度任用職員についての御質問

にお答えします。新規、更新の状況という御質

問でしたが、今現在、正に来年度の会計年度任

用職員の採用選考手続を各所属において行って

いる最中です。

現時点で最終的に新規の方が何名なのか、今

いる方を再度任用するかについては、現時点で

把握はできていません。

会計年度任用職員ですけれども、一応、一会

計年度の範囲内という任期になっていて、本県

では現に任用している方の勤務実績が良好であ

ると認められる場合については、同一の方を最

長５年まで継続して任用できるという取扱いと

しています。このルールは、４月以降の新制度

においても維持することにしています。

今年度任用している非常勤職員の方について

は、制度移行に伴い経過措置を設けていて、通

算５年の範囲内であれば、勤務実績が良好であ

ると認められる場合には、来年度も継続して会

計年度任用職員として任用することができると

いう扱いにしています。

吉冨税務課長 換価の猶予制度の窓口での相談

者への対応についてです。

換価の猶予については、納税相談等の際に、

まず納税者の話をよく聞くこと、親切な対応を

心がけること、あわせて個々の事情や生活状況

の把握に努めて、猶予の要件に該当するかを慎

重かつ迅速に判断しています。

納税者に対しては、制度の概要や必要な書類

等について、分かりやすく丁寧な説明に努めて

いるところです。

なお、換価の猶予制度については、県のホー

ムページへの掲載のほか、リーフレットを県税

事務所の窓口に設けて、県民への周知を図って

います。

２番目の、２０２１年度から非婚のひとり親

への寡婦控除が始まるが、県税収入への影響は

という質問についてお答えします。

婚姻歴の有無による不公平の解消など、子ど

もの貧困に対応するため、２０２０年度の税制

改正において、未婚のひとり親に対する税制上

の措置が講じられたところです。

未婚のひとり親に対する寡婦控除、これは

「夫」も「婦」も両方あるんですけれども、そ

の適用については新たに制度化されたもので、

県内の対象者数は現時点で把握できていません
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が、平成３１年３月末時点の児童扶養手当の受

給者数のうち、未婚のひとり親、この数字は把

握していまして、これが８８０人となっていま

す。これを基に算出すると、県税収入への影響

は約４３０万円の減収となると見込んでいます。

堤委員 会計年度任用職員は５年間繰り越すこ

とができるということですが、ぜひそれはよく

検討してください。ただ、判断を誰がするかと

いうこと、所属長なのか、部長なのか、そこは

分からない。その判断は誰がするかを教えてく

ださい。

それと、ホームページやリーフレットで周知

しているということなんだけれども、督促の封

筒を送るじゃないですか。その中に入れて一緒

に周知するとか。そういう層が結局滞納するわ

けだから、換価の猶予等が活用できると思うん

だけれども。なかなかホームページを見てもそ

うはならんのやけども、そういう段取りができ

ないのでしょうか。その二つを教えてください。

後藤人事課長 会計年度任用職員の再度の任用

ですけれども、会計年度任用職員についても、

正規職員と同様に人事評価を行うことにしてい

ます。その結果を踏まえて、各所属長で再度任

用について判断するということにしています。

吉冨税務課長 換価の猶予制度を知らない納税

者の方がおられるかもしれないということです

が、やはり大多数の納税者は納期内に納めてい

ます。何か納められない事情があったときには、

こちらに連絡等していただけるわけで、そのと

きに換価の猶予の制度があるとお知らせしたい

と考えています。

堤委員 それを聞いているんじゃなくて、そう

いう封筒の中に入れて出すことは考えていない

んですかと。考えていなければ考えていないで

いいんだけど、それをお願いします。

吉冨税務課長 現在のところ、考えていません。

原田委員 私も今、堤委員が質問したテレワー

クの推進について質問したいと思います。質問

が重なるところは、省いて質問します。

今年度当初予算でパソコンをもっと整備する

と言いましたが、対象職員の拡大の規模という

のを教えていただきたいと思います。

二つ目は、第３回定例会にこの件に関しての

質問をしたときに、適した業務の切り出し、ま

た職場と同様の成果を上げることができるのか、

その成果を適正に管理できるか等の課題が見え

てきたと答弁されましたが、その課題について

どのように考えているかをお聞かせください。

後藤人事課長 在宅勤務ですけれども、さきほ

ど部長が説明したとおり、来年度から対象を全

職員に拡大するとしています。

今までは育児、介護を行う職員と、あと所属

長も対象にしていましたけれども、今度４月か

らは全職員を対象に考えています。

もう一つの質問は……

原田委員 聞き方が悪かったですね。全職員を

対象にするのは分かるんですが、どれぐらいの

規模か。例えば、極端に言うと、全員ができる

わけではないわけで、そのことを聞きたかった

んですよ。それを確認させてください。

もう一つは、第３回定例会のときに、適した

業務の切り出し方、また職場と同様の成果を上

げることはできるのか、またその成果を適正に

管理できるか等の課題が見えてきたという答弁

があったんですけど、それに対して、今回また

広げていく中で、どのように考えているかとい

うことをお聞かせ願いたいと思います。

後藤人事課長 失礼しました。パソコンは２０

台なんですけれども、今回、予算要求していま

すのはプラス２０台、全４０台で運用したいと

思っています。

ただ、在宅勤務用とは別に、モバイルワーク

用のパソコンが４５０台ほどあるので、それも

空いているときは在宅勤務に活用できるという

形にしています。

在宅勤務については、月５日を上限として実

施することにしているので、例えば、同じ班で

複数の人が同じ日にやりたいという計画が出た

ときは、そこは調整するようにしています。全

体の数、見込みについては今の時点では把握で

きていません。

それから、第３回定例会で原田委員から御質

問があった答弁に関する部分ですけれども、在

宅勤務で行う業務は、報告書や企画書、予算資
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料等の作成やデータ入力作業等が適していると

考えています。

また、昨年１２月のシステム改修により専用

タブレット端末で県庁の自席のパソコンを遠隔

操作する方式となったことによって、自席のパ

ソコンで行うのと同様な作業が可能になってい

ます。

それで、これまで使用できていなかった、例

えば財務会計システムや予算編成システム等の

庁内システムが新たに利用できるので、在宅勤

務で実施できる業務の幅は広がっていくと思っ

ています。

それから、在宅勤務における業務の実施状況

やその成果を適正に管理するという部分ですが、

その辺を踏まえて、在宅勤務を実施する手続の

見直しを行ったところです。

具体的には、まず初回の利用登録については、

事前に所属を通じて人事課に申請いただくこと

にしていて、実際に在宅勤務を行うときには、

原則として前日までに業務の計画や成果目標等

を記載した計画書を所属長に提出するというこ

とにしています。

また、在宅勤務の開始や終了をメールか電話

で上司に報告することとし、在宅勤務終了後は

所属長に実施報告書を提出し、必要に応じて成

果物を添付することとしています。

在宅勤務の状況やその成果の把握、適正な管

理に引き続き努めていきたいと考えています。

原田委員 大体分かったんですけど、例えば、

勤務形態を含めたテレワークの服務規律と言う

か、規程、あと働く上でのガイドラインは明文

化されているんでしょうか、お聞かせ願いたい

と思います。

後藤人事課長 在宅勤務については実施要領を

定めていて、服務としては自宅への出張、旅行

みたいな形で自宅でやると。在宅勤務は柔軟な

働き方ですので、原則として時間外勤務は認め

ないと要領で定めています。

原田委員 委員長、お願いしたいんですけど、

今、実施要領を作っているということなので、

資料としてぜひ提出をお願いしたいと思います

が、お諮り願いたいと思います。

三浦副委員長 ただいま原田委員から資料の提

出の要望がありました。

お諮りします。ただいまの資料を委員会とし

て要求することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することに決定しました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

守永委員 予算概要の６０ページに、スマート

自治体転換推進事業費が掲載されており、新規

事業として公営企業の経営健全化支援関係経費

として５９７万円が計上されています。事業概

要として、経営戦略策定・公営企業会計導入促

進研修の実施及び水道広域化・共同化推進プラ

ン策定に向けた検討等に要する経費とあります

が、具体的にどのようなことをするのか、教え

てください。

それから、市町村が対象なのか、水道に関し

て全市町村で策定させていくのか、検討させて

いくのか。水道事業に関しては県民の命に深く

関わる課題であるだけに、効率化だけの追求に

ならないように配慮すべきと思いますけれども、

そういった部分がどうなのか、指導方針があれ

ばお示しいただきたいと思います。

塩月市町村振興課長 スマート自治体転換推進

事業費についてお答えします。

御案内のとおり、人口減少に伴う需要や収入

の減少、施設の老朽化対策など、公営企業を取

り巻く経営環境は今後も厳しさを増すことが想

定されることから、国は公営企業に対し、公営

企業会計の導入、経営戦略策定、さらには抜本

的な改革の検討を要請しているところです。

また、水道事業については、都道府県に対し

て令和４年度までに水道広域化・共同化推進プ

ランを市町村と連携して策定するよう要請して

います。

そのため、令和２年度は公営企業会計導入や

経営戦略の策定を担当する職員を対象とした実

務研修を実施することとしています。

また、水道広域化・共同化推進プラン策定に

向けた準備として、経営シミュレーションに必
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要となる基礎的なデータの収集、市町村水道事

業における経営的課題の抽出と分析、実現性を

踏まえた具体的な取組案の検討等を行うことと

しています。

御指摘のとおり、水道事業は県民生活に不可

欠なライフラインであることから、「安全で良

質な水を、誰でも、どこでも、いつまでも」を

基本理念として、将来にわたり県内水道事業が

持続発展していけるよう、市町村と連携してプ

ラン策定に取り組むつもりです。

守永委員 欧米の方では民営化が図られて、十

分な運営がされずに、また公的な管理に変わっ

ていきつつあるという状況も踏まえて、さきほ

ど言われた理念──恒久的に安心、安全な水が

供給できるという体制を目指して取組をお願い

したいと思います。

木田委員 予算概要５９ページのマイナポイン

ト事業関係経費についてお尋ねします。

恐らくマイナンバーカードを利用した事業だ

と思いますけれども、この事業の趣旨と概要に

ついて御教示いただきたいと思います。

そして、このマイナンバーカードの大分県内

の現在の取得状況と、この事業を通じて２年度

に何％まで普及が見込まれるか、そういった予

想があればお示しいただきたいと思います。

また現状について、全国平均との比較が分か

ればお示しいただきたいと思います。

そして、この経費の使途ですが、どのような

ものに使われるのか、御教示いただきたいと思

います。

塩月市町村振興課長 マイナポイント事業関係

経費についてお答えします。

１点目の事業の趣旨と概要についてですが、

マイナポイント事業そのものは、国が本年９月

から来年３月までの７か月間、消費税率引上げ

に伴う消費活性化策として、マイナンバーカー

ドを取得しＩＤ設定を行った住民を対象に、還

元率２５％、上限５千円分のポイントを付与す

る事業です。

続いて、マイナンバーカードの県内取得状況

についてですが、２月末時点の県内取得状況は

１４．７４％で、全国平均１５．４８％を僅か

に下回っているという状況です。

経費の使途ですが、テレビ、新聞、ウェブ媒

体、街頭ビジョン、映画館ＣＭ等の広報媒体を

活用し、さきほどのマイナポイント事業やマイ

ナンバー制度そのものについて広く県民に周知

するための広報業務を委託するものです。なお、

財源は全額国庫補助金です。

木田委員 そのポイントはどのようなものに付

与される、どのように使えるポイントなのか説

明いただきたいと思います。

塩月市町村振興課長 正にそういったところを

広報するのがこの事業ですけれども、具体的な

例を言うと、ペイペイを使っている方であれば、

ペイペイの中にポイントをもらうことができま

す。ペイペイの使える店で、その５千円分を使

うことができると。

ペイペイ以外どんなところで使えるかは、キ

ャッシュレス決済の業者はほとんど手をあげて

いるんですが、クレジットカードとか、そうい

ったところの業者はまだこれからで、明確に定

まっているわけではありません。

いずれにせよ、そういった制度、それから取

得方法の周知に努めていきます。

木田委員 今現状、１４．７％ですかね。この

２年度、どのくらい拡大されるかという答弁は

なかったですか。それがあれば教えていただき

たい。

私も今回、確定申告がスマホで初めて実施で

きるということで、マイナンバーカードを使っ

てみました。非常に利便性が高くて、すぐ還付

金も振り込まれて、これはすばらしい使い方だ

なと感心しました。

ぜひスマート県庁の取組でも、こういった利

便性のあるマイナンバーカードの使い方ができ

ればと感じたところで、さきほどの今後の普及

見込みが分かれば教えていただきたいと思いま

す。

塩月市町村振興課長 失礼しました。国からは、

令和５年３月末までにほとんどの国民がマイナ

ンバーカードを取得するという見込みを立てて

います。本県においても、令和３年３月末に約

半数の県民が取得することを見込んでいます。
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ただ、明確な根拠があるわけではありません

で、どちらかと言えば目標値に近いものです。

ただ、本年度、プレミアム付商品券の事業があ

りましたけれども、住民税の非課税世帯の申請

率が４０％を超えていますので、さきほど言っ

た５千円のポイントということを考えれば、過

半数は十分達成可能な数字ではないかなと思っ

ています。

それから、昨日、大分合同新聞に日出町がキ

ティちゃんを使ったマイナンバーのポスターで

普及をしているという記事が出ていました。こ

れはこの事業の市町村版としてやっている分で

す。市町村も同じように取り組んでいるという

ことで、参考までに。

猿渡委員 ２３ページの給与費についてです。

３月８日は国際女性デーでした。これに関連

しての国連でのイベントで、世界最年少の首相

となったフィンランドのサンナ・マリン氏、３

４歳の方が、フィンランドがジェンダー平等を

促進するのは成功した社会を創るための要石だ

と発言しています。

安倍政権の下で、日本は男女格差ランキング

を年々下げてきて、昨年は世界１５３か国中１

２１位と史上最低になりました。

国家公務員の幹部は４．２％とのことです。

この県議会でも女性が二人だけですけれども、

県の管理職の女性は８．８％と聞いていますが、

女性の管理職への登用を一層進めるべきだと考

えますが、どうでしょうか。

もう一つは２５ページ、職員厚生費の職員の

健康管理についてです。

まず、病休中の職員の状況、人数等について

教えてください。そのうち、精神疾患による休

職者はどのくらいの割合あるのか、また、病休

の期間はどのような状況か、長い人でどの程度

の期間休んでいるのかなど教えてください。

後藤人事課長 まず、女性の管理職の登用につ

いてお答えします。

行政に求められる役割が多様化、複雑化する

中で、限られた人材で県民サービスの向上を図

っていくため、職員一人一人が性別に関わりな

く自らの能力を発揮することが求められていま

す。また、ダイバーシティ推進の観点からも、

女性の視点や能力を施策などにいかしていくこ

とが重要となってきています。

こうしたことを踏まえ、県では女性活躍推進

法に基づく特定事業主行動計画として、平成２

８年３月に大分県女性活躍推進行動計画を策定

し、女性の管理職への登用を１０％、班総括等

への登用を１３％とする目標を掲げ、その実現

に向けて取り組んでいるところです。

令和元年度の課長級以上の管理職における女

性の割合は８．７％、班総括等における女性の

割合は１０．６％となっています。

管理職への登用の状況ですけど、今年度の課

長級以上の管理職ですが、部長級が１名、次長

級が３名、所属長を含む課長級が３２名、合計

で３６名の女性職員を登用しています。

また、各部局の予算担当や議会担当、事業担

当など、政策立案等に参画できる部門に積極的

に女性職員を配置して、若い年代から幅広い職

務経験を積ませるとともに、予算、人事等の管

理部門や少子化対策を担当するこども未来課、

都市景観を担当する都市・まちづくり推進課な

ど、県の重要施策を担当する部門の班総括に女

性職員を配置しています。

今後も中長期的視点に立った人事配置により、

将来の管理職の育成に努め、能力、意欲、実績

に基づいた登用を進めていきたいと考えていま

す。

あわせて、女性職員のキャリア形成の支援や

意識改革に向けた研修を行うとともに、女性職

員が抱える悩みを相談できるメンター制度を通

じて、女性職員の成長を支援していきます。

また、さきほど申し上げた在宅勤務制度の拡

充など、男女が共に働きやすい職場環境づくり

にも努めていきたいと考えています。

続いて、病気休職中の職員の状況です。

平成３０年度末の休職者は全体で３０名です。

そのうち、２７名が精神疾患によるものとなっ

ています。

今年度は、２月末現在の病気休職中の職員は

２０名で、そのうち精神疾患によるものは１９

名となっています。
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休職の期間ですが、今年度の１９名について

見ると、１年未満が約６割の１１名、１年以上

が８名となっています。このうち２年以上は１

名という状況です。

猿渡委員 これは学校の先生のことで報道され

た記事ですけれども、女性の管理職が１８％と

いうことで、長崎県の教育委員会は１９年度か

ら小中学校の管理職登用試験合格者に対して、

家庭の事情に応じ、実際に管理職となる時期を

調整できるなど、制度を変更したら教頭を志願

する女性が増えたという記事もあります。また

神奈川県の教育委員会の例も示されていますが、

こういうところの事例に学ぶべきではないかと

思いますが、どうでしょうか。

もう一つ、健康管理の問題ですけれども、今、

ほとんどが精神疾患という答弁だったんですけ

れども、こうした病休の職員を減らすためにど

のような取組をしているのか、県としての具体

的な健康管理の取組について教えてください。

後藤人事課長 最初の御質問ですが、教員の場

合は管理職になる場合に選考試験を行っている

と思います。名簿登載という形で、そこから管

理職に登用していくという仕組みだと思います

ので、さきほど委員がおっしゃったとおり、一

定の猶予を設けることができるんだろうと思い

ます。県職員の場合はそういった制度ではあり

ません。人事異動の中で管理職等に登用してい

くという流れですので、管理職になるのに一定

の猶予を作るのはなかなか難しい状況です。

いずれにしても、さきほど申しました管理職

の目標に、現在、率が達していません。これは

もともと年代別で見ると５０代の女性職員の割

合が１１、１２％しかない状況でして、一気に

管理職に登用するのはなかなか現実的には難し

いところがあるので、若いうちからそういった

ポストに配置するなどして、人材育成を図って

いくことを考えています。

続いて、職員のメンタルヘルス対策について

は、職員自らが行うセルフケアと職員の管理監

督者によるラインケア、それから人事課保健師

等によるケアの三つの視点で事業を展開してい

ます。

まず、最初のセルフケアですけれども、平成

２９年度から年２回ストレスチェックを行うこ

ととしています。ストレスの原因が仕事の質や

量によるものなのか、人間関係によるものなの

か等、職員自身の気付きを促すものとなってい

ます。

また、ストレスに対処する方法を習得するた

めに、２５歳、３５歳、４５歳、５５歳の節目

の年齢で、それぞれの年齢に応じたセルフケア

の方法等を学ぶ研修会を開催しています。

続いて、ラインケアについては、職員が行っ

たストレスチェックの結果を基に、全国や県庁

の平均と比較することにより職場ごとの課題を

洗い出し、職場環境改善につなげています。

また、管理監督者が職員の変化に早期に気付

いて対応できるよう、メンタルヘルスの基礎知

識だけでなく、事例を基に具体的な対応方法を

習得する研修会を開催しています。

人事課の保健師は個別の相談に随時応じてい

るほか、ストレスチェックの結果、高ストレス

の職員に対して声かけを行い、必要に応じた職

場への働きかけや各種相談につないでいます。

また、管理職として経験のある県ＯＢ職員を

特別相談員として採用し、県内の各職場を巡回

して管理監督者や職員からの相談に応じている

ほか、特別相談員と人事課保健師がより緊密に

連携することで、メンタル不調者の早期発見、

早期対応を図っています。

ほかにも専門医によるストレス相談や臨床心

理士によるカウンセリング相談を実施し、専門

的な見地から助言を行っています。

今後もこうした取組により、職員のメンタル

ヘルス対策を推進していきたいと考えています。

三浦副委員長 執行部にお願いします。答弁は

簡潔にお願いします。

以上で事前通告者の質疑を終了しました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

河野委員 ５９ページの市町村行財政連絡調整

費についてお伺いします。

県内自治体において財政状況の悪化が急激に

進んでいると報道され、その自治体にお住まい

の方から大変強い苦情をいただきました。
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と言うのは、やはり昔のイメージとして、市

町村に対して県が強い権限を持って指導できた

地方課の時代の名残を思われていたんだと思い

ますけれども、もっと早くに市町村をしっかり

と指導すべきではなかったのかというお叱りで

した。

そういった意味で、予算概要にある連絡調整

費の中にある市町村の行財政運営事業費という

形でやっていると思います。

今は飽くまでも県と市町村が対等な立場と法

改正がされ、実際にこういった事案が出てくる

のかとも思うわけですが、早期に毎年経常収支

比率等の報道が、これは市町村振興課から出て

いると思うんです。要するに、地域住民の方々

から自分の住んでいる自治体がどういう状況に

あるかが分からない、県に対してきちんとやっ

てくれという要望が上がってきているわけです。

非常に辛辣な言われ方もしていて、県の部長上

がりの人が市長だから甘いんじゃないかとかい

う声までいただくような事態になっています。

この辺についてどのようにお考えであり、今

後、こういったことを未然に防ぐ仕組みづくり

をどのように考えているのか、お伺いします。

塩月市町村振興課長 現在、市町村の財政につ

いての助言については、中期の財政推計という

のを立ててもらって、毎年度、それに対するヒ

アリングを行っています。これがメインになり

ます。それから、当然予算とか決算の数字につ

いても、いろいろこちらから助言をしています。

中期の見通しの状況ですけれども、私どもの

ヒアリングに来る際には、かなり実際の決算よ

りも悪い数字で来ていて、それを一定程度、私

どもの助言等で少しは修正ができているんでは

ないかなと思っています。

県内市町村で直ちに財政的に問題のあるとこ

ろはありませんが、このままいくとというとこ

ろはいくつかあり、決して財政状況がいいとは

言えませんので、そういった部分はこちらの方

もちゃんと把握して、引き続き指導していきた

い、助言をしていきたいと思っています。

河野委員 やはり県が持っている市町村の財政

状況に関わる情報が積極的に県民に開示されな

ければ、是正を求める住民の声は上がってこな

いと思います。気が付いたら、取り返しがつか

ないところまで行っているというお話をいただ

いているところですから、そういった財政状況

について問題ありという部分については、しっ

かりと早期のシグナルを発信していただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

塩月市町村振興課長 財政の収支の推計ですけ

れども、私どものヒアリングを終えた後、それ

ぞれの市町村でホームページ等で公表していま

す。修正等がかかったものではありますが、一

定程度情報公開はされているものと思っていま

す。

いずれにせよ、引き続き助言をしていきたい

と思います。

河野委員 今おっしゃった市町村側が財政見通

しという形で開示していることは分かるんです

が、県の指導する──指導と言ってはあれです

けれども、分析する立場の部署として、このま

まいって大丈夫なのかというアラート的な部分

はしっかりと確立していただきたいと思います。

そうしないと、今の交付税の算入特例という

ものが消えていく中にあって、今後またこうい

った問題が多発するんじゃないかという県民の

心配が募っていますので、ぜひよろしくお願い

したいと思います。

井上（伸）委員 関連ですが、私、市町村の出

身として常に思うんですけれども、市町村振興

課と言うからには、財政の面のことはあるんだ

けれども、今、本当に少子高齢化の中で大変厳

しい情勢の中で、やっぱり市町村振興とあげて

いる以上は、地方が元気になるような形をもう

少し分かるように、ここが指導して一生懸命や

ってもらいたいですね。

例えば、予算だけ見ると、それは中身として

は違うかもしれませんけど、もう少し大きくし

て、市町村を支えて、どんどん県が引っ張って

いくというような姿をね。財政も確かにありま

すけれども、そういった面でどうか一つ、市町

村振興課という名前がある以上は、もう少し視

点を変えてね。

１８市町村になったわけですから、大変厳し
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い状況です。ですから、もう少し元気の出るよ

う、指導もひとつお願いします。要望です。

三浦副委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦副委員長 ほかに御質疑もないようですの

で、これをもって総務部関係予算に対する質疑

を終わります。

なお、執行部が入れ替わりますので、しばら

くそのままお待ちください。

─────→…←─────

議会事務局、人事委員会事務局、労働委員

会事務局、監査事務局及び会計管理局関係

三浦副委員長 これより議会事務局、人事委員

会事務局、労働委員会事務局、監査事務局及び

会計管理局関係予算の審査に入ります。

なお、これらの事務局関係予算については、

説明を省略し、直ちに質疑に入ります。

執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

これより質疑に入ります。

事前の通告者が１名います。それでは、指名

します。

浦野委員 労働委員会の関係費について質問し

ます。

商工観光労働部・労働委員会予算概要の１１

１ページから１１４ページ、また、令和２年度

予算に関する説明書２１８ページ、労働委員会

費になります。

ここ数年の働き方改革の進展、また、新型コ

ロナウイルスに対する事業所の対応に関連し、

令和２年度の労働委員会が受けるあっせん内容

の変化、件数について、どのような見通しを持

たれているか教えてください。

また、特に新型コロナウイルス対応に関して

は、主に非正規の労働者に対し、いろんな対策

が順次講じられているとはいうものの、やはり

賃金が減少した、また、雇止めが起きたという

問題が増えてくるんではないかと予想されます。

問題解決の手段の一つとして、労働委員会制

度の一層の周知が必要と考えますけれども、周

知の在り方について見解をお聞かせください。

後藤労働委員会事務局長 浦野委員から２点質

問をいただきました。

まず１点目は、働き方改革や新型コロナウイ

ルス感染症の事業所対応に関連する労働委員会

におけるあっせん内容の変化、件数についてで

す。

まず、働き方改革に関しては、一連の法改正

のうち、特に雇用形態に関わらない公正な待遇

の確保、いわゆる同一労働同一賃金制度の導入

が労使関係に大きな影響を与えるものと考えら

れます。こういったことで新たな労使紛争が発

生することが想定されます。

具体的には、パートタイム労働者や有期雇用

労働者が使用者に正規労働者との賃金や手当な

どの待遇の格差について説明を求めたり、さら

に格差の解消を求めることなどに際して、労使

間のトラブルが生じる可能性があります。

また、この同一労働同一賃金制度の導入が非

正規労働者の賃金等を上げるのではなく、正規

労働者の賃金等を切り下げる方向に向かうこと

で紛争が生じることも考えられます。

いずれも労働者が個人で使用者と対等に話し

合い交渉するのは難しいことから、労働者が企

業の枠を越え、個人で加入できる合同労組に加

入して団体交渉を申し入れたものの、これまで

団体交渉の経験がない中小企業の使用者とはな

かなか交渉が進展せずに、労使関係が悪化した

といったケース、そういった集団的労使紛争、

労働争議のあっせん事案として当委員会に持ち

込まれることが考えられます。

次に、新型コロナウイルスに対する事業所対

応に関連することですが、労働者が使用者から

感染症対策のために休むように言われたけれど

も、休業補償がないとか、突然の解雇や雇止め

をされたという事案が個別労働関係紛争として

あっせん申請されることが想定されます。

次に、件数は現状では団交拒否や配置転換等、

組合員の不利益取扱いに係る集団的労使紛争の

あっせんが年２件程度、解雇、懲戒処分に係る

個別労働関係紛争のあっせんが年１件程度で推

移しているところですが、現在のこういった社
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会情勢から、今後、件数については増加するこ

とが見込まれます。一件一件について、労働委

員会ならではの丁寧な対応に努めていきたいと

考えています。

次に、２点目です。新型コロナウイルス感染

症に関して、労働委員会制度の周知についてで

す。

新型コロナウイルス感染症関連の労働相談で

すが、県商工観光労働部に設置している労政・

相談情報センターや労働組合の相談窓口にも労

働相談が複数寄せられていると聞いています。

当委員会では、労働委員会の特性をいかした

個別労働紛争をあっせんにつなぐことを目的に

労働相談を実施していますが、現時点では新型

コロナに関する相談はありません。

労働委員会は公益委員、労働者委員、使用者

委員がそれぞれの立場を反映させて、中立公正

な紛争処理を行う専門的な行政機関です。

労働者や労働組合と使用者の当事者間での話

合いや交渉が行き詰まり、紛争の解決が困難と

なった場合は、裁判所に代わる労働紛争の解決

調整機関である労働委員会を活用いただきたい

と考えています。

このため、県商工観光労働部と関係機関との

連携を今後なお一層深めるとともに、労働委員

会制度を広く県民の皆さまに知ってもらう必要

があると考えています。

当委員会では、現在、県庁のホームページや

県庁の本館１階に設置しているデジタルサイネ

ージ式庁舎案内板に労働委員会のあっせん制度

などの情報発信を行っているところです。

また、「悩まずどんとこい労働相談週間」と

して、２月と１０月に夜間及び土日も含めた１

週間、集中的に労働相談を受ける取組も継続し

て実施しており、県庁のツイッターやフェイス

ブックなどのほか、市町村の広報誌や求人誌な

どでも県民の皆さまにお知らせしています。

加えて、全国の……

三浦副委員長 答弁は簡潔にお願いします。

後藤労働委員会事務局長 はい。全国の労働委

員会においても、今後の労働委員会の在り方を

検討する中で、労働委員会の認知度向上が課題

として議論されているので、今後も全国の動き

とも連携しながら、一層の周知に努めていきま

す。

浦野委員 答弁ありがとうございます。再質問

で聞こうかなと思ったことも答えていただきま

して、非常にありがたいです。

まず、今後のあっせん内容の見通しです。さ

っき同一労働同一賃金についてのトラブルが増

えるんじゃないかとのことでしたが、正しいと

思います。それに対して、準備している企業は

しているけれども、やはりできていない事業者

も多いのかなと思います。そこは採用していた

だきたいなと思いますし、無期転換ルールもち

ゃんとできているところはできているんです。

できていないところがぼつぼつトラブルが増え

てくるんではないかと思いますので、その辺り

の対応もお願いできたらと思います。

あと、件数については正直言って、もうちょ

っと多くていいんじゃないかなというところが

あります。やはり周知が進めば件数も増えてく

るんじゃないかなと思うんですね。あと、労働

委員会は、労働委員会イコール労働組合と使用

者の紛争の解決機関というイメージが非常に強

くて、労働委員会という言葉が一番テレビとか

ニュースに出たのは三池争議ですので、やっぱ

りそういったイメージがあるのかなと。

個別労使紛争にも、解決手段として使えるし、

実際、私、社会保険労務士としてあっせんに関

わったことがあるんです。使用者側も、こうい

った内容であっせんしてくれるんだったら納得

できるという、早期にできるだけダメージが少

ない形で円満に解決できるというメリットがあ

ると思います。県には労働委員会という制度が

あるよ、個別労使紛争にも使えるんだよと、県

全体の紛争解決や労務に関するトラブルの広報

の中で強調していただければなと思います。

三浦副委員長 以上で事前通告者の質疑を終了

しました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

末宗委員 今見よったら会計管理局、説明があ

ったのかどうか分からないんだけど、用品購入

費が、令和元年度が２２億９，５００万円、そ
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して、令和２年度が１７億８千万円。説明をさ

れたのかどうか知らんけど、どういう理由でこ

んなに違うのか、そこら辺りからまず。

それともう１点。用度管財課で県の車の調達、

整備から何から全てやるけど、あれをリースに

しようという動きがあったんだけど、今、方針

がどうなっているのか、そこら辺りもお願いし

ます。

中村用度管財課長 まず、第１点目、昨年度に

比べて５億１，５００万円ほど減っている理由

について、実は昨年度、県立屋内スポーツ施設

の調達備品が約６億円ありましたが、令和２年

度にはその分がありませんので、大体その金額

が減っています。

そして、２点目のリースの導入については私

どもも検討しましたけれども、やはり購入に比

べて、リースの方がどうしても金額が高くなり

ます。そのため、当面リースは見送ることにし

ました。

ただ、今後ますますカーリース、レンタカー、

カーシェアの普及等を含めて、社会情勢がまた

進んでくると思いますので、その進展の状況を

注視しながら、適切な時期にまた検討していき

たいと考えています。

三浦副委員長 ほかに御質疑ありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦副委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって議会事務局、人事委員会事務局、

労働委員会事務局、監査事務局及び会計管理局

関係予算に対する質疑を終わります。

なお、執行部が入れ替わりますので、しばら

くそのままお待ちください。

─────→…←─────

企業局関係

三浦副委員長 これより企業局関係予算の審査

に入ります。

説明は、主要な事業及び新規事業に限り、簡

潔かつ明解にお願いします。

それでは、企業局関係予算について執行部の

説明を求めます。

岡本企業局長 企業局として御審議いただく予

算議案は、第１４号議案令和２年度大分県電気

事業会計予算及び第１５号議案令和２年度大分

県工業用水道事業会計予算です。

議案書では、電気事業が１１１ページから１

５３ページにかけて、工業用水道事業が１５４

ページから１９２ページにかけてになりますけ

れども、説明はお手元に配付の令和２年度予算

概要により行います。

予算概要の左側、電気事業会計について御説

明します。

初めに、業務の予定量ですが、年間販売電力

量は１億９，３１６万５，７８０キロワットア

ワーを予定しています。主たる建設計画につい

ては、電気事業会計当初予算（案）の重点事業

と書かれたカラー刷りの資料を御覧ください。

まず、（１）大野川発電所リニューアル事業

３２億１，２３４万円については、今のカラー

の表ですと右下の写真ですが、令和３年度の運

転開始を目指し、本年度に引き続き建設工事を

実施します。

なお、リニューアル後は固定価格買取制度等

により売電を行う予定としています。

（２）の北川ダム諸量処理装置及び放流自動

警報装置更新工事２億６，０４７万３千円です。

こちらはカラーの表の左下の写真です。北川ダ

ムの上流の雨量、それから、ダムの水位の情報

を収集して、ダムに流入する水量、それから、

放出する際のゲートの開度を計算する装置及び

放流自動警報装置の更新工事を、３年計画で実

施していて、来年度が最終年度となりますが、

着実に更新を終えダム管理に万全を期したいと

考えています。

また、芹川ダムも同様の更新工事を実施して

いて、来年度が３年計画の２年目となっていま

す。

（３）芹川第一発電所リニューアル事業２億

４，８６１万９千円については、カラー刷りの

表では右上の写真です。令和１０年度末の完成

を目指し、水車発電機などの更新工事を発注し

たいと考えています。

次に、その下の表、収益的収入及び支出を御

覧ください。表の右側、収入ですけれども、電

気料金収入等により、計（Ｂ）欄のとおり２５
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億１，２０１万９千円を予定しています。

支出については、下から二つ目の４特別損失

に、前年度と同様に大野川発電所のリニューア

ルに伴う固定資産除却費を計上したことなどか

ら、計（Ａ）欄のとおり２０億４，９６２万円

を予定していて、差引き収支差額は（Ｂ）－

（Ａ）欄のとおり４億６，２３９万９千円、税

抜きの純利益は欄外に記載のとおり５，６６２

万７千円を、特別利益及び特別損失を除いた経

常利益は１億１，９８０万７千円を見込んでい

ます。

また、下の表、資本的収入及び支出を御覧く

ださい。右側の収入の欄の一番上、１企業債に

おいて３２億１，２００万円を計上しています。

これは発電所リニューアル事業の事業費が大き

く、内部留保資金のみでの対応は困難なことに

加えて、以前から発電所を建設する際は企業債

を借り入れてきたということがあって、大野川

発電所のリニューアルに係る建設改良費は企業

債で対応する計画としているところです。

以上により、表の中ほどのとおり、収入の計

から支出の計を引いた収支差額は、マイナス１

５億８，０４２万４千円ですが、その下にある

積立金等のそれぞれの財源で補塡することとし

ています。

続いて、右側の工業用水道事業会計について

です。

初めに、業務の予定量ですけれども、給水事

業所数は１事業所増加して、４５事業所を予定

しています。来年度の早い時期に６号Ｃ－２に

進出したフジボウ愛媛に給水を開始する予定と

しています。

年間総給水量は２億１３８万８，２５０立方

メートル、１日平均給水量は５５万２，０５０

立方メートルを予定しています。

次の４主たる建設計画については、工業用水

道事業会計当初予算の重点事業、カラー刷りの

資料です。こちらもあわせて御覧ください。

（１）の大津留接合井断水対策工事２億１，

１２３万３千円については、カラーの表では右

下の写真ですけれども、大津留接合井の耐震化

工事にさき立つ準備工として、工事中でも水が

運用できるよう浄水場内にバイパス給水管の布

設などを行います。

（２）埋設管路補修工事１億２，１００万円

については、カラーの表では左上の写真です。

県道大在大分港線、通称４０メートル道路の地

下に埋設している管路で、布設から４６年が経

過し、矢印でお示ししている区間が損傷調査で

状態が不良であると判明したところです。一番

左のルートの送水隧道判田小池原線の点検を令

和４年度以降に計画していて、点検中は水量や

水圧が平常時よりも上昇することから万全を期

すために埋設管を更新したいと考えています。

（３）電気防食装置新設工事（大津留１・２

号線）８，９１０万円は、カラーの資料では右

上の写真です。大津留１号、２号線は地中に埋

設していて川に挟まれて腐食しやすい環境にあ

ります。そのため管に微量の電気を流すことに

よって腐食を抑制する電気防食装置を新設して、

埋設管の老朽化対策に取り組みたいと考えてい

ます。

次に、その下の表、収益的収入及び支出を御

覧ください。表の右側の収入ですけれども、水

道料金などにより、計（Ｂ）欄のとおり、総額

２４億１，０９１万１千円を予定しています。

支出については、営業費用のうちポンプを動

かすための動力費などにより、表の下、計

（Ａ）欄のとおり、総額２２億９，０８０万６

千円を予定していて、差引き収支差額は、

（Ｂ）－（Ａ）欄のとおり１億２，０１０万５

千円、税抜きの純利益及び経常利益は、欄外に

記載のとおり８，３８０万２千円を見込んでい

ます。

また、下の表、資本的収入及び支出を御覧く

ださい。左側の支出が施設の耐震化や老朽化対

策等の建設改良費が大きくなっていることから、

収入の計から支出の計を引いた収支差額は、

（Ｄ）－（Ｃ）欄のとおりマイナス９億３，５

９０万１千円ですが、その下の過年度分損益勘

定留保資金等の各財源で補塡することとしてい

ます。

三浦副委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。
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執行部の皆さんに申し上げます。

答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔に答弁願い

ます。

事前の通告者が１名います。

それでは、指名します。

堤委員 今説明のあった４０メートル道路、工

業用水道を埋設している管の工事ですね。これ

をもう少し説明してください。結構ラッシュの

ときの交通渋滞が多いんですよね。それで、あ

そこの対策はどうなのかを一つ。

委員長、質問通告しとらんけど、一つだけ追

加で聞きます。これは分かったらでいいんだけ

ど、工業用水の雑排水の転売、つまり会社とし

て船に売っているのが分かれば教えて。その２

点。

鈴木工務課長 それではまず、損傷管の補修工

事等について御説明します。

さきほどもお示ししたこの資料を御覧くださ

い。この写真の中央部、工事対象は県道大在大

分港線、場所としては日本製鉄東門前から原川

橋の間になります。もう少し具体的に申します

と、工業用水管については、車線上ではなく中

央部のグリーンベルトの下を通っているので、

そこでの管約６００メートルの補修を行うこと

としています。

今回の工事ですけど、写真にあるように、既

存の工業用水管で直径１．１メートルのものが

あります。その中に直径としては２センチほど

小さい、長さ４メートル程度の管を今の管の中

に１５０本ほど挿入していって、中で溶接、隙

間の充塡等を行うパイプ・イン・パイプ工法を

取ることとしています。

この工法は、今、老朽化した管の補修として

は一般的な工法と聞いています。

施工としては新管をつり下ろすため、グリー

ンベルトの中に立坑を２か所掘り、そこから管

を入れていくことにしています。

場所は、グリーンベルト内あるいはグリーン

ベルトが切れた部分について、その２か所に立

坑を開けて下ろしていきます。車線の中を掘削

するとか、そういうことは行わない予定です。

ただ、グリーンベルト横に立坑を掘り、写真

にあるようにクレーンで管をつり下ろしたりす

るので、グリーンベルトの切れ目から車がＵタ

ーンとかすることはやりにくくなります。

そのほか、グリーンベルト横の１車線は規制

することになろうかと思います。それは管を入

れたり、資材の積卸しの場合と思いますが、資

材の搬入は夜間に行います。また朝夕の車の多

い時間帯には渋滞を起こさないように配慮しつ

つ、作業を行うと考えています。

現地工事については、本年の１２月から約１

４か月間を考えています。

姫野総務課長 工業用水を売却している実績に

ついてお答えします。

現在、売却しているのは３事業所あります。

日本製鉄、ＪＸＴＧエネルギー、それと鶴崎共

同動力ですが、３社合計で約１０万６千トンほ

ど売却しています。

堤委員 ラッシュが心配です。この辺はぜひ気

を付けてください。

そして、雑排水の売却について、これは後で

いいから日本製鉄などの資料を下さい。

それと、１０万トンの明細と、あと売却金額

も出ているはずだからそれも一緒に出してくだ

さい。

それともう一つ、資料要求で、毎回内部留保

の折れ線グラフをもらうじゃないですか。あれ

も一緒に資料として出してください。

三浦副委員長 ただいま堤委員から、内部留保

等に関する資料の提出の要求がありました。

お諮りします。ただいまの資料を委員会とし

て要求することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

三浦副委員長 御異議がないので、ただいまの

資料を要求することと決定しました。

執行部はよく調整の上、速やかに提出願いま

す。

以上で事前通告者の質疑を終了しました。

ほかに御質疑のある方は挙手をお願いします。

末宗委員 知識不足で悪いんだけど、収益的収

入及び支出の両方の欄だけど、損益計算書でも

ないし収支差額４億６，２００万円で、経常利
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益が１億１，９００万円、純利益が５，６００

万円なんだけど、どこからこういう数字がこう

──さきほどから計算するけど、どうしても合

わない。

それと、工業用水が経常利益が８，３８０万

２千円で、純利益も８，３８０万２千円、これ

はぴったり一致する。大体、損益計算書の在り

方は僕は分かっているんだけど、これは損益計

算書で出さないからなんだけど、なかなか理屈

が分からんもんだから、その１点教えていただ

けないかと。

もう１点は、大体工業用水の方がもうかって

いたはずなんよね。電気より工業用水の方がも

うかっていたはずなのに、これで純利益はあん

まり変わらないんよね。工業用水がそんなに悪

くなってきているかなと思ってね。その２点。

姫野総務課長 収益的収入及び支出の金額です

が、消費税が含まれていて、税抜きにすると純

利益、経常利益の金額になります。

２点目の工業用水の収入が減少した原因です

が、隧道点検を毎年行っていて、５本の隧道を

持っていますけど、それを毎年１本ずつ水を止

めて点検して、調査によっては補修が必要にな

るということで収入が以前よりは上がらない計

算になっています。

末宗委員 さきほども質問したんだけど、同じ

質問。そしたら難しいことは言わんから、経常

利益が１億１，９８０万円から純利益が５，６

００万円になったら１億２千万円やき、６千５、

６百万円違うんだけど、それは大体通常よくあ

るんだけど何の分が７千万円近く減っているの

かね。

姫野総務課長 収益的収入及び支出について、

それぞれ特別損失が６，９７５万６千円、収入

の方では特別利益３０万円、これを純利益に加

味したものが経常利益の数字になっています。

末宗委員 特別損失は経常利益に入れない。損

益計算書上はそういうことやね。ああ、そうか。

それが入ったらなるというわけか。

特別損失の中身を教えてよ。

姫野総務課長 特別損失の中身ですが、今、大

野川発電所リニューアル工事をやっていて、そ

れに伴って生じる除却損が主な内容になってい

ます。

三浦副委員長 ほかに御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

三浦副委員長 ほかに質疑もないようですので、

これをもって企業局関係予算に対する質疑を終

わります。

─────→…←─────

三浦副委員長 以上で本日の審査日程は終わり

ました。

次会は、明１３日午前１０時から当議場で開

きます。

これをもって本日の委員会を終わります。お

疲れさまでした。
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